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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局との間で無線波を送受信する基地局装置であって、
　前記基地局装置における基準周波数と前記移動局からの受信波の周波数との誤差である
周波数オフセットを検出する検出手段と、
　前記基準周波数から前記周波数オフセットの２分の１を減算した周波数である下りリン
ク周波数を前記移動局へ送信することで、前記検出手段により検出された周波数オフセッ
トに基づいて、前記移動局への無線リンクにおいて発生するドップラーシフトをキャンセ
ルするように、前記移動局へ信号を送信するための搬送波の送信周波数を制御する周波数
制御手段、
　を有する基地局装置。
【請求項２】
　前記周波数制御手段は、前記検出手段により検出された周波数オフセットに対応する位
相回転をベースバンド領域において前記移動局への送信シンボルに与えることにより、前
記送信周波数を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　互いに無線波を送受信する第１の無線通信装置および第２の無線通信装置を備える移動
通信システムであって、
　前記第１の無線通信装置に設けられ、前記第１の無線通信装置における基準周波数と前
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記第２の無線通信装置からの受信波の周波数との誤差である周波数オフセットを検出する
検出手段と、
　前記第１の無線通信装置に設けられ、前記基準周波数から前記周波数オフセットの２分
の１を減算した周波数である下りリンク周波数を前記第２の無線通信装置へ送信すること
で、前記検出手段により検出された周波数オフセットに基づいて、前記第２の無線通信装
置への無線リンクにおいて発生するドップラーシフトをキャンセルするように、前記第２
の無線通信装置へ信号を送信するための搬送波の送信周波数を制御する周波数制御手段、
　を有する移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムにかかわり、特に、ドップラーシフトを補償する機能を備
える移動通信システム、基地局装置、移動局装置に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムにおいては、よく知られているように、ドップラー効果によるドップ
ラーシフトが発生する。すなわち、移動局と基地局との間の距離が小さくなる方向に移動
局が移動すると、送信局（移動局または基地局の一方）から送信される信号の周波数より
も、受信局（移動局または基地局の他方）により受信される信号の周波数の方が高くなる
。反対に、移動局と基地局との間の距離が大きくなる方向に移動局が移動すると、送信局
から送信される信号の周波数よりも、受信局により受信される信号の周波数の方が低くな
る。よって、受信局は、ドップラーシフトを吸収または補償して信号を再生する必要があ
る。
【０００３】
　図２１は、従来の移動通信システムの構成を示す図である。ここでは、ドップラーシフ
トに関連する構成および動作について説明する。
　基地局装置５００は、アンテナ素子５０１、分波器（サーキュレータ）５０２、直交復
調部５０３、電圧制御発振器（ＶＣＯ：Voltage Control Oscillator）５０４、上りリン
ク用周波数シンセサイザ５０５、位相誤差検出部５０６、同期検波部５０７、復号部５０
８、符号化部５０９、フレーム生成部５１０、多重部５１１、下りリンク用周波数シンセ
サイザ５１２、直交変調部５１３を備える。そして、基地局装置５００は、ＶＣＯ５０４
および下りリンク用周波数シンセサイザ５１２を利用して、予め決められた固有の無線周
波数で移動局６００へデータを送信する。また、基地局装置５００は、位相誤差検出部５
０６を利用して移動局装置６００からの受信波の周波数誤差（周波数オフセット）を検出
し、その誤差を補償しながらデータを再生する。
【０００４】
　移動局装置６００は、アンテナ素子６０１、サーキュレータ６０２、直交変調部６０３
、同期検波部６０４、復号部６０５、ハンドオーバ制御部６０６、位相誤差検出部６０７
、自動周波数制御（ＡＦＣ：Automatic Frequency Control）部６０８、ＶＣＯ６０９、
下りリンク用周波数シンセサイザ６１０、符号化部６１１、フレーム生成部６１２、上り
リンク用周波数シンセサイザ６１３、直交復調部６１４を備える。ＡＦＣ部６０８は、基
地局装置５００からの受信波の周波数誤差（周波数オフセット）がゼロに収束するように
、ＶＣＯ６０９の入力電圧を制御する。そして、移動局装置６００は、ＶＣＯ６０９が生
成するクロックを利用して、受信データを再生するとともに、送信データを送信する。
【０００５】
　ここで、移動局が列車（特に、新幹線等の高速で走行する列車）あるいは自動車と共に
高速で移動し、かつ、その列車または自動車の走行経路の沿線において移動局と基地局と
の間で伝搬路が見通し内となるような場所（移動局と基地局との間で直接波が送受信され
るような場所）に基地局が設置されている環境を想定する。このような環境下では、従来
の移動通信システムにおける周波数制御は、図２２に示すようになる。なお、図２２では
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、説明を簡単にするために、上り/下り周波数を区別せず「ｆc 」として記述するが、上
り/下り周波数が異なる場合でも同様の問題が存在する。
【０００６】
　見通し内伝搬路では、移動局および基地局はそれぞれ直接波を受信するため、ドップラ
ーシフトは周波数オフセットと等価になる。このため、移動局は、ドップラーシフトを含
む無線周波数に追従したＡＦＣ制御を行うこととなる。
【０００７】
　図２２において、移動局（ＭＳ）が基地局（ＢＴＳ１）に近づく場合、移動局のアンテ
ナ端における受信波の周波数は、ドップラーシフト分だけ高い周波数となる。このため、
この受信波に対するＡＦＣ制御の結果、移動局が信号を受信するために使用する周期波の
周波数（下りリンク周波数）は、「ｆc ＋ｆd 」に制御される。ここで、「ｆc 」は搬送
波の基準周波数であり、「ｆd 」はドップラーシフト周波数である。なお、理想的なＡＦ
Ｃ制御が実行されると、直交復調後に移動局が受ける周波数オフセットはゼロとなる。
【０００８】
　ここで、従来の移動通信システムでは、図２１を参照しながら説明したように、データ
を送信するための搬送波の周波数（上りリンク周波数）として、ＡＦＣ制御により得られ
た下りリンク周波数と同じ周波数が使用される。このため、上りリンク周波数も「ｆc ＋
ｆd 」に制御される。そして、移動局から周波数「ｆc ＋ｆd 」の電波が送信されると、
上りリンクにおいても同様のドップラーシフトが加わるため、基地局（ＢＴＳ１）におけ
る受信波の周波数は「ｆc ＋２ｆd 」となる。すなわち、基地局における直交復調後の周
波数オフセットは、ドップラーシフトの２倍となる。
【０００９】
　移動局（ＭＳ）が基地局（ＢＴＳ１）の近傍を通過する際には、移動局が基地局に近づ
く状態から移動局が基地局から遠ざかる状態に変化するため、ドップラーシフトの極性が
短時間の内に反転することとなる。このときのドップラーシフトｆd の変動は、下式によ
り表すことができる。なお、「ｖ」は移動局の移動速度、「ｃ」は光の速度、「ｘ」は基
地局（ＢＴＳ１）から移動局の移動経路への垂直距離、「ｔ」は移動局が基地局（ＢＴＳ
１）の近傍を通過する時刻を基準とした経過時間、「θ（ｔ）」は移動局の移動方向から
基地局（ＢＴＳ１）を見た場合の仰角を意味する。
【００１０】
【数１】

　図２３は、上記計算式により得られたドップラーシフトの変動を示す図である。移動局
の移動速度が速くなるほどドップラーシフトの変動幅が大きくなる。また、基地局から移
動局の移動経路への垂直距離が小さくなるほど、ドップラーシフトはより短い時間内に変
化することになる。
【００１１】
　例えば、ｆc ＝２ＧＨｚ、ｖ＝３００ｋｍ／ｈ、ｘ＝５０ｍとした場合、移動局におけ
る受信周波数は、数秒程度の間に「２Ｇ＋６００」Ｈｚから「２Ｇ－６００」Ｈｚへ急激
に変動するので、移動局における周波数オフセットを最小にするためには、ＡＦＣ制御の
時定数を高速にする必要がある。ただし、ＡＦＣ制御の時定数を高速にすることは、位相
誤差検出の雑音に対する平均時間を短くし、かつ、周波数制御の制御ステップを粗くする
ことに相当するため、ＡＦＣ制御の高速化と周波数制御の精度とは互いにトレードオフの
関係になるという問題がある。
【００１２】
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　この問題を解決するために、例えば、特許文献１においては、通信状況に応じてＡＦＣ
帯域及び追従速度を可変にする技術が提案されている。しかし、この構成を導入すると、
移動局のＡＦＣ制御回路が複雑化するという問題がある。
【００１３】
　さらに、移動局におけるＡＦＣ制御が理想的に行われたとしても、基地局はドップラー
シフトの２倍に相当する周波数オフセットを受ける。このため、上述のケースの場合、基
地局における受信周波数は、数秒程度の間に「２Ｇ＋１２００」Ｈｚから「２Ｇ－１２０
０」Ｈｚへ２４００Ｈｚも変動してしまう。従って、基地局の周波数補償（位相誤差検出
の結果に基づく同期検波時の周波数補償処理）における高速化の要求は、移動局における
条件より更に厳しいものとなる。
【００１４】
　ところが基地局は、通常、移動局の周波数安定性に起因する０．１ｐｐｍ程度の周波数
誤差を補償するように設計されているに過ぎない。ここで、ｆc ＝２ＧＨｚとすると、補
償可能な周波数誤差は、±２００Ｈｚ程度である。よって、見通し内伝搬路における高速
移動環境という特殊な条件下での受信品質を確保するためには、基地局は、通常の設計の
６倍もの補償レンジをもつ周波数補償回路を実装しなければならない。さらに、高速追従
を実現するためには、周波数の補償精度を犠牲にしなければならない。
【００１５】
　続いて、図２２において、移動局（ＭＳ）が基地局（ＢＴＳ１）の通信エリアから基地
局（ＢＴＳ２）の通信エリアへ移動することにより発生するハンドオーバを想定する。こ
こで、第２世代および第３世代の携帯電話システムで採用されているＣＤＭＡ方式におけ
るソフトハンドオーバ（ＳＨＯ）を想定する。ＣＤＭＡでは、互いに隣接するセルで同じ
周波数を使用できる。このため、移動局は、複数の基地局からの信号を最大比合成しなが
らレファレンスセルを切り替える（すなわち、ソフトハンドオーバ）ことができる。
【００１６】
　しかし、従来の移動局（ＭＳ）は、ある１つの受信周波数に対してしかＡＦＣ制御を行
うことができない。このため、移動局は、通常、レファレンスセルの受信周波数のみに対
してＡＦＣ制御を行う。そうすると、図２２に示すように、基地局（ＢＴＳ１）がレファ
レンスセルである期間は、上り/下り周波数は「ｆc －ｆd 」に制御され、レファレンス
セルが基地局（ＢＴＳ１）から基地局（ＢＴＳ２）に切り替わった後は、上り/下り周波
数は「ｆc ＋ｆd 」に制御されることになる。すなわち、移動局は、ハンドオーバ区間に
おいては、ドップラーシフトの２倍に相当する周波数差を持った１組の受信波について最
大比合成を行うことになる。この結果、ソフトハンドオーバによるダイバーシチ利得が得
られないばかりか、合成しない場合よりもかえって受信品質が劣化してしまう可能性もあ
る。
【００１７】
　なお、ドップラーシフトを考慮した他の移動通信システムについては、例えば、特許文
献２に記載されている。また、ハンドオーバ時のＡＦＣ制御に係わる技術は、例えば、特
許文献３に記載されている。
【特許文献１】特開２００２－１０１０１２号公報
【特許文献２】特開平１０－２００４７１号公報
【特許文献３】特開平１１－３５５８２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明の目的は、高速移動環境においても送信局および受信局双方において安定した受
信品質を確保できる移動通信システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の基地局装置は、移動局との間で無線波を送受信する装置であって、前記移動局
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からの受信波の周波数オフセットを検出する検出手段と、前記検出手段により検出された
周波数オフセットに基づいて、前記移動局への無線リンクにおいて発生するドップラーシ
フトをキャンセルするように、その移動局へ信号を送信するための搬送波の送信周波数を
制御する周波数制御手段、を有する。
【００２０】
　移動局が高速移動することに伴うドップラーシフトは、上りリンクおよび下リンクの双
方向で発生するので、従来の移動通信システムでは、ドップラーシフトの２倍の周波数オ
フセットが発生していた。これに対して本発明の基地局装置を導入すれば、下りリンクの
ドップラーシフトがキャンセルされる。よって、周波数オフセットは、ドップラーシフト
相当に抑えられる。
【００２１】
　本発明の移動局装置は、基地局との間で無線波を送受信する装置であって、前記基地局
における受信波の周波数オフセットに基づいて作成される周波数制御情報を受信する受信
手段と、前記周波数制御情報に基づいて、前記基地局における受信波の周波数オフセット
をキャンセルするように、前記基地局へ信号を送信するための搬送波の送信周波数を制御
する周波数制御手段、を有する。
【００２２】
　本発明の移動局装置を導入すれば、上りリンクのドップラーシフトがキャンセルされ、
基地局装置における周波数オフセットがゼロになる。一方、移動局装置は、ドップラーシ
フトに追従してＡＦＣ制御を行う構成であれば、周波数オフセットは発生しない。したが
って、この場合、基地局および移動局の双方において周波数オフセットをゼロにすること
ができる。
【００２３】
　上記構成の基地局装置または移動局装置によれば、ドップラーシフトによる影響を回避
または抑制できるので、高速移動環境においても安定した通信品質の確保が可能となる。
　本発明の移動通信システムは、移動局および複数の基地局を備え、各基地局にそれぞれ
設けられ、前記移動局からの受信波の周波数オフセットに基づいて周波数制御情報を作成
する作成手段と、前記移動局に設けられ、１または複数の基地局において作成された前記
周波数制御情報に基づいて、基地局へ信号を送信するための搬送波の送信周波数を制御す
る周波数制御手段、を有する。そして、移動局がハンドオーバ状態であるときは、周波数
制御手段は、受信品質が最も良好な基地局からの周波数制御情報に基づいて前記送信周波
数を制御するようにしてもよいし、あるいは、各基地局からの信号の受信品質に応じてそ
れらの基地局からの周波数制御情報を重み付け合成した結果に基づいて前記送信周波数を
制御するようにしてもよい。
【００２４】
　上記移動通信システムによれば、高速移動環境におけるハンドオーバ時においても、よ
り好適な周波数制御を実現することが可能となる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、無線リンクにおいて発生するドップラーシフトをキャンセルするよう
に、或いは受信局における周波数オフセットをキャンセルするように送信局の送信周波数
を制御するので、高速移動環境においても、送信局および受信局双方の受信品質を改善で
きる。これにより、上りリンク及び下りリンク共に安定した通信品質を実現することが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明では、移動
局から基地局へ信号を伝送するパスを「上りリンク」と呼び、基地局から移動局へ信号を
伝送するパスを「下りリンク」と呼ぶことにする。
＜第１の実施形態＞
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　図１は、第１の実施形態の移動通信システムの構成を示す図である。図１において、基
地局装置１００は、図２１に示したアンテナ素子５０１、分波器（サーキュレータ）５０
２、直交復調部５０３、電圧制御発振器（ＶＣＯ：Voltage Control Oscillator）５０４
、上りリンク用周波数シンセサイザ５０５、位相誤差検出部５０６、同期検波部５０７、
復号部５０８、符号化部５０９、フレーム生成部５１０、多重部５１１、下りリンク用周
波数シンセサイザ５１２、直交変調部５１３に加えて、位相回転部１を備える。
【００２７】
　アンテナ素子５０１より入力された受信信号は、サーキュレータ５０２において送信信
号と分波された後、直交復調部５０３においてベースバンド信号にダウンコンバートされ
る。ここで、ＶＣＯ５０４は、基準クロックを生成し、上りリンク用周波数シンセサイザ
５０５は、ＰＬＬ制御の下で基準クロックからシステム固有の周波数を持った周期波（例
えば、正弦波）を生成する。そして、直交復調部５０３は、受信信号にその周期波を乗算
することによってベースバンド信号を得る。
【００２８】
　位相誤差検出部５０６は、ベースバンド信号に予め多重されている既知の信号（パイロ
ット信号）について時間相関を取ることにより、周波数オフセット（すなわち、基地局装
置１００における基準周波数と、移動局装置２００からの受信波の周波数との誤差）を検
出する。なお、周波数オフセットは、移動局ごとに検出することができる。
【００２９】
　同期検波部５０７は、上述の周波数オフセットを補償しながらパイロット信号を同相加
算することで伝搬路変動の推定値を算出する。そして、その推定値に周波数オフセットに
相当する位相回転を加えた結果の複素共役を、上記ベースバンド信号に乗算する。これに
より、伝搬路で生じた位相回転及び周波数オフセットに起因する位相回転が補償される。
【００３０】
　復号部５０８は、同期検波後の受信シンボルに対して、デインタリーブ、誤り訂正復号
等の復号処理を行い、最終的な受信データ系列を出力する。
　一方、データを送信するための変調処理は以下の通りである。すなわち、符号化部５０
９は、各移動局の送信データ系列に対して、誤り訂正符号化、インタリーブ等の符号化処
理を行う。フレーム生成部５１０は、符号化されたデータを所定のフレームフォーマット
内に時間多重する。位相回転部１は、送信先の移動局ごとに、位相誤差検出部５０６から
の指示に従って、フレーム生成部５１０から出力されるベースバンド信号の位相を回転さ
せる。多重部５１２は、位相回転部１の出力信号を総加算する。そして、多重後のベース
バンド信号は、直交変調部５１３においてＲＦ帯にアップコンバードされ、サーキュレー
タ５０２において受信信号と分波された後、アンテナ素子５０１より空間に送出される。
ここで、アップコンバートのために使用される搬送波は、ＶＣＯ５０４および下りリンク
用周波数シンセサイザ５１２により生成される。なお、ＴＤＤ（Time Division Duplex）
システムでは、上りリンク／下りリンクの無線周波数は互いに同じあり、ＦＤＤ（Freque
ncy Division Duplex）システムでは、上りリンク／下りリンクの無線周波数は互いに所
定帯域だけ離れている。
【００３１】
　図２は、位相誤差検出部５０６の一例を示す図である。位相誤差検出部５０６には、パ
イロット信号が入力される。まず、互いに隣接するシンボル間の相関（すなわち、時間相
関）が計算される。続いて、Ｎシンボル分の相関値の平均値が計算される。そして、この
平均値に対してアークタンジェント演算を行うことにより、１シンボル当りの位相誤差θ
が得られる。
【００３２】
　図３は、位相回転部１の動作を説明する図である。ここでは、ＢＰＳＫ変調でデータが
伝送されるものとする。また、各シンボル（１または０）は、図３（ａ）に示すように、
「０」または「π」が割り当てられる。そして、変調データは、周波数ｆo の搬送波で送
信されるものとする。
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【００３３】
　ここで、図３（ｂ）に示すように、ベースバンド領域において送信シンボルの位相に位
相θ１（θ１＞０）を加えると、搬送波のスペクトルは、その位相θ１に対応する周波数
ｆ1 だけシフトする。すなわち、搬送波の周波数は、実質的に、「ｆo ＋ｆ1 」になる。
一方、図３（ｃ）に示すように、ベースバンド領域において送信シンボルの位相に位相θ
２（θ２＜０）を加えると、搬送波のスペクトルは、その位相θ２に対応する周波数ｆ2 
だけシフトする。すなわち、搬送波の周波数は、実質的に、「ｆo －ｆ2 」になる。この
ように、ベースバンド領域において送信シンボルの位相を回転させることは、搬送波の周
波数をシフトさせることと等価である。
【００３４】
　位相回転部１は、位相誤差検出部５０６からの指示に従って、バースバンド領域におい
て送信シンボルの位相を回転させる。この結果、搬送波の送信周波数は、周波数オフセッ
トに応じて制御されることになる。ここで、位相誤差検出部５０６は、移動局ごとに周波
数オフセットを検出し、位相回転部１は、移動局ごとに搬送波の送信周波数を制御するこ
とができる。
【００３５】
　図１に戻る。移動局装置２００は、基本的に図２１に示した移動局６００と同じであり
、アンテナ素子６０１、サーキュレータ６０２、直交変調部６０３、同期検波部６０４、
復号部６０５、ハンドオーバ制御部６０６、位相誤差検出部６０７、自動周波数制御（Ａ
ＦＣ：Automatic Frequency Control）部６０８、ＶＣＯ６０９、下りリンク用周波数シ
ンセサイザ６１０、符号化部６１１、フレーム生成部６１２、上りリンク用周波数シンセ
サイザ６１３、直交復調部６１４を備える。ここで、ＡＦＣ部６０８、同期検波部６０４
、ハンドオーバ制御部６０６以外の動作は、基本的に基地局装置１００と同様であるため
、説明を省略する。
【００３６】
　ＡＦＣ部６０８は、位相誤差検出部６０７において検出された周波数オフセットがゼロ
に収束するようにＶＣＯ６０９の入力電圧を制御する。すなわち、移動局装置２００の下
り周波数（下りリンク用周波数シンセサイザ６１０から直交復調部６０３に与えられる周
期波の周波数）が、基地局装置１００からの受信波の周波数に一致するように周波数の引
き込み動作が行われる。上記ＡＦＣ制御の結果、理想的には、ベースバンド信号の周波数
オフセットはゼロになる。このため、同期検波部６０４は、伝搬路推定値に基づく伝搬路
の位相回転補償のみを行う。
【００３７】
　なお、ＴＤＤまたはＦＤＤのいずれのシステムにおいても、上りリンク／下りリンクの
周波数差は一定の関係となる。このため、上述のＡＦＣ制御において、一般に、１個のＶ
ＣＯ（実施例では、ＶＣＯ６０９）が生成する基準クロックが、上りリンク／下りリンク
双方の周波数シンセサイザ（６１０、６１３）に供給される。すなわち、上りリンク／下
りリンク周波数に対するＡＦＣ制御が同時に実施されることとなる。
【００３８】
　ハンドオーバ制御部６０６は、当該移動局と接続している基地局およびその周辺の基地
局から送信される制御信号の直交復調データを利用して、基地局ごとに受信品質（受信電
力、受信ＳＩＲ等）を測定する。そして、当該移動局の移動に追従して、随時、受信品質
が最大となる基地局（レファレンスセル）の切り替え（ハンドオーバ）を行う。ハンドオ
ーバ時には、複数の基地局からの信号を同時に受信することになる。このとき、位相誤差
検出部６０７は、ハンドオーバ制御部６０６からレファレンスセルのＩＤを通知してもら
うことより、レファレンスセルの受信波に対する周波数オフセットを検出する。よって、
ハンドオーバ時には、レファレンスセルの受信波に対してＡＦＣ制御が行われる。
【００３９】
　上記構成の移動通信システムにおいて、基地局装置１００の位相回転部１は、上述した
ように、位相誤差検出部５０６が検出した周波数オフセットに基づいて、基地局装置１０
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０から移動局装置２００への下りリンクにおいて発生するドップラーシフトをキャンセル
するように、下りリンクベースバンド信号の位相回転を行う。すなわち、下りリンクの各
シンボルに対して、検出した周波数オフセットに相当する位相の逆位相を複素乗算するこ
とにより位相回転が実行される。例えば、位相誤差検出部５０６により検出された周波数
オフセットが「θ１」であれば、下りリンクの各シンボルの位相は「－θ１」だけ回転さ
せられる。
【００４０】
　なお、上述の位相回転は、送信先（すなわち、移動局）毎に行われる。このため、周波
数オフセットをキャンセルする処理は、個別チャネルに対して行われる。すなわち、基地
局装置１００における下りリンクの周波数制御の実施は、移動局の発呼に起因して個別チ
ャネルの通信が開始された後に開始される。
【００４１】
　図４は、第１の実施形態の移動通信システムにおける周波数制御を説明する図である。
ここでは、移動局（ＭＳ）が経路３０１に沿って速度ｖで移動し、基地局（ＢＴＳ１）お
よび基地局（ＢＴＳ２）の近傍を通過するものとする。また、基地局（ＢＴＳ１）および
基地局（ＢＴＳ２）から経路３０１への垂直距離はｘであるものとする。さらに、システ
ム固有の搬送波周波数は、ｆo であるものとする。
【００４２】
　第１の実施形態のシステムでは、各基地局がドップラーシフトに起因する周波数オフセ
ットを検出し、その周波数オフセットに基づいて下りリンクの送信周波数を制御する。な
お、移動局は、本発明の周波数制御のために特別な機能を備えている必要はない。
【００４３】
　図４において、各基地局は、常時、共通チャネルを利用して制御信号を同報している。
すなわち、移動局は、個別チャネルの発呼の開始に先立って、基地局（ＢＴＳ１）からの
共通チャネルの受信波に対してＡＦＣ制御を行っている。このとき、移動局が検出する受
信波の周波数は、「ｆc ＋ｆd 」である。なお、「ｆd 」は、ドップラーシフトに起因す
る周波数である。そうすると、このＡＦＣ制御により、移動局から基地局（ＢＴＳ１）へ
応答信号を返送するための送信周波数も「ｆc ＋ｆd 」となる。そして、基地局（ＢＴＳ
１）が検出する受信波の周波数は、「ｆc ＋２ｆd 」となる。すなわち、基地局（ＢＴＳ
１）における周波数オフセットΔｆo は「２ｆd 」である。したがって、基地局（ＢＴＳ
１）は、移動局からの発呼を検出すると、まず、「－Δｆo ／２」に相当する位相回転を
下りリンクベースバンド信号に加えることで周波数制御を開始する。すなわち、基地局（
ＢＴＳ１）は、「ｆc －ｆd 」に相当する周波数で下りリンク信号を送信する。
【００４４】
　そうすると、下りリンク上でドップラーシフト周波数が加わるので、移動局における受
信波の周波数は「ｆc 」になる。すなわち、ドップラーシフトｆd がキャンセルされてい
る。移動局は、個別チャネルの通信開始後は、個別チャネルの受信波に対してＡＦＣ制御
を行う。よって、移動局における上りリンク周波数および下りリンク周波数は、ＡＦＣ制
御の時定数に相当する時間内に「ｆc 」に収束する。この結果、移動局が受ける周波数オ
フセットはゼロとなり、理想的な受信環境が実現する。
【００４５】
　なお、基地局の受信波には、片道分のドップラーシフト（すなわち、ｆd ）が残存する
ことになるが、周波数制御を行わない場合に比べて、周波数オフセットは半分に抑圧され
る。
【００４６】
　上述のＡＦＣ制御の収束時間が「τ（秒）」であるものとすると、基地局は、周波数制
御を開始したときから「τ」が経過するまでの期間は、搬送波周波数ｆc に対して「－Δ
ｆo ／２」を加える周波数制御を継続する。そして、「τ」が経過した後は、搬送波周波
数ｆc に対して「－Δｆ(t) 」を加える動的な周波数制御に切り替える。ここで、「－Δ
ｆ(t) 」は、位相誤差検出部５０６によって所定の周期で検出される位相誤差に対応する
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周波数である。すなわち、基地局は、移動局の移動に伴って動的に変化する「－Δｆ(t) 
」に相当する位相回転を送信シンボルに加える。したがって、図４に示すように、移動局
が基地局（ＢＴＳ１）の近傍を通過する際にドップラーシフトの極性が変化しても、基地
局の送信周波数をその変動に追従させることができるので、移動局における周波数オフセ
ットをゼロに維持することが可能となる。
【００４７】
　移動局（ＭＳ）が基地局（ＢＴＳ１）から遠ざかり、基地局（ＢＴＳ２）に近づく区間
では、基地局（ＢＴＳ１）および基地局（ＢＴＳ２）がソフトハンドオーバ状態となる。
そうすると、基地局（ＢＴＳ２）は、「－Δｆ(t) 」を利用して周波数制御を開始する。
このとき、基地局（ＢＴＳ１）による周波数制御が行われているので、移動局の送信周波
数は「ｆc 」に維持されている。このため、基地局（ＢＴＳ２）における周波数オフセッ
トは、片道分のドップラーシフト（すなわち、ｆd ）に相当する。よって、基地局（ＢＴ
Ｓ２）は、このドップラーシフトを打ち消すような位相回転を下りベースバンド信号に加
えることで、移動局における基地局（ＢＴＳ２）からの受信波も基地局（ＢＴＳ１）から
の受信波と同様に、周波数オフセットがゼロに制御される。
【００４８】
　このように、第１の実施形態においては、移動局においていずれの基地局からの受信波
の周波数オフセットもゼロになるように下りリンク信号の周波数制御が行われる。したが
って、移動局は、ソフトハンドオーバ時には、それぞれドップラーシフトが実質的にゼロ
である複数の受信波を合成することができるので、受信品質の劣化を回避することが可能
となる。なお、従来技術においては、図２２を参照しながら説明したように、ハンドオー
バ時には周波数が正側にシフトした受信波および負側にシフトした受信波が合成されてい
たので、受信品質が劣化していた。
【００４９】
　上記移動通信システムにおける一つの構成例として、自局Aは基地局に該当し、相手局B
は移動局に該当するものとする。上記構成によれば、高速移動環境におけるソフトハンド
オーバ時においても、ハンドオーバ中の基地局が各々、着目する移動局に対してドップラ
ーシフトをキャンセルするよう送信周波数を制御するため、移動局では従来例のようにド
ップラーシフトの極性が異なる受信波を合成することがなくなり、受信品質の劣化を回避
することが可能となる。
【００５０】
　図５は、位相回転部１の動作を説明するフローチャートである。このフローチャートの
処理は、例えば、所定周期で繰り返し実行される。
　ステップＳ１では、個別チャネルで通信が行われているか否かを調べる。個別チャネル
でなければ、周波数制御を行わずに処理を終了する。ステップＳ２では、ハンドオーバ状
態であるか否かを調べる。ハンドオーバ状態でなければ、ステップＳ３において、周波数
制御を開始したときから「τ」が経過したか否かを調べる。ここで、周波数制御は、例え
ば、移動局からの発呼に際して開始される。「τ」は、上述したように、移動局のＡＦＣ
制御の収束時間に相当する。そして、周波数制御の開始から「τ」が経過していないとき
は、ステップＳ４において、ベースバンド領域で下りリンク信号に「－Δｆo ／２」に相
当する位相回転を加える。ここで、「Δｆo 」は、周波数制御を行わない状態で検出され
た周波数オフセットであり、ドップラーシフトの２倍に相当する。一方、周波数制御の開
始から「τ」が経過した後は、ステップＳ５において、ベースバンド領域で下りリンク信
号に「－Δｆ(t) 」に相当する位相回転を加える。ここで、「Δｆ(t) 」は、移動局にお
いてＡＦＣ制御が収束した後に検出された周波数オフセットであり、動的に変化する値で
ある。なお、対象となっている移動局がハンドオーバ状態であったときは、ステップＳ５
が実行される。
【００５１】
　このように、第１の実施形態においては、移動局における周波数オフセットをゼロにす
ることができる。また、基地局における周波数オフセットは、従来のシステムと比較して
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半分になる。さらに、ハンドオーバ時、周波数オフセットのない複数の受信波を合成する
ことができる。よって、移動局および基地局の双方（特に、移動局）において受信品質が
向上する。
【００５２】
　なお、上記システムにおいて、基地局装置１００は、ドップラーシフトの２倍に相当す
る位相回転を送信シンボルに与えるようにしてもよい。この場合、例えば、移動局が基地
局に近づく期間は、基地局の送信周波数は「ｆc －２ｆd 」となり、移動局の受信周波数
は「ｆc －ｆd 」となる。そうすると、ＡＦＣ制御により移動局の送信周波数は「ｆc －
ｆd 」になる。よって、基地局の受信周波数は「ｆc 」となる。基地局装置においてこの
ような位相回転（すなわち、周波数制御）を行えば、移動局においてドップラーシフトに
相当する周波数オフセットが残るものの、基地局における周波数オフセットをゼロにする
ことができる。
＜第２の実施形態＞
　図６は、第２の実施形態の移動通信システムの構成を示す図である。図６に示す基地局
装置１１０は、図２１に示した従来の基地局装置５００と比較すると、周波数制御（ＦＣ
：Frequency Control ）コマンド生成部１１が追加されている。また、フレーム生成部１
２は、図２１に示すフレーム生成部５１０が有する機能に加え、ＦＣコマンド生成部１１
により生成された周波数制御コマンドをフレーム内の所定領域に書き込む機能を備えてい
る。
【００５３】
　一方、移動局装置２１０は、図２１に示す従来の構成に加えて、下りリンク用ＶＣＯ２
１、上りリンク用ＶＣＯ２２、および基地局から送られてくる周波数コマンドに従って上
りリンク用ＶＣＯ２２を制御する周波数制御部２３を備える。そして、周波数コマンドを
受信している期間は、上りリンク用ＶＣＯ２２の周波数は、下りリンク用ＶＣＯ２１とは
独立して制御される。なお、下りリンク用ＶＣＯ２１は、基本的に、図１に示すＶＣＯ６
０９と同じものである。
【００５４】
　まず、周波数制御コマンド（以下、ＦＣコマンド）について説明する。基地局装置１１
０が備える周波数制御コマンド生成部１１は、位相誤差検出部５０６が検出した移動局毎
の周波数オフセットに基づいて、対応する移動局に送信すべきＦＣコマンドを生成する。
ＦＣコマンドは、基地局における受信波に含まれている周波数オフセットをキャンセルす
るための制御信号であり、以下のようにして生成される。
１．周波数の上昇／低下のみを指示する２値の信号（１ビット情報）
　位相誤差検出部５０６が検出した周波数オフセットΔｆの符号に基づいて以下のように
ＦＣコマンドが生成される。
（１）Δｆ＜０のとき：ＦＣコマンド＝０（移動局は、送信周波数を「ａ(Hz)」だけ上げ
る
（２）Δｆ≧０のとき：ＦＣコマンド＝１（移動局は、送信周波数を「ａ(Hz)」だけ下げ
る
なお、周波数制御ステップａは、予め決められた固定値である。
２．周波数の上昇／低下の指示、および周波数の制御ステップを指示する符号を含む多値
信号
　予め用意されている閾値を用いて位相誤差検出部５０６が検出したΔｆの大きさを判定
し、その判定結果を表すＦＣコマンドが生成される。
（１）Δｆ≦－ｆ3 のとき：ＦＣコマンド＝＋３（移動局は、送信周波数を「３ｂ(Hz)」
だけ上げる）
（２）－ｆ3 ＜Δｆ≦－ｆ2 のとき：ＦＣコマンド＝＋２（移動局は、送信周波数を「２
ｂ(Hz)」だけ上げる）
（３）－ｆ2 ＜Δｆ≦－ｆ1 のとき：ＦＣコマンド＝＋１（移動局は、送信周波数を「ｂ
(Hz)」だけ上げる）
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（４）－ｆ1 ＜Δｆ＜ｆ1 のとき：ＦＣコマンド＝０（移動局は、送信周波数を変えない
）
（５）ｆ1 ≦Δｆ＜ｆ2 のとき：ＦＣコマンド＝－１（移動局は、送信周波数を「ｂ(Hz)
」だけ下げる）
（６）ｆ2 ≦Δｆ＜ｆ3 のとき：ＦＣコマンド＝－２（移動局は、送信周波数を「２ｂ(H
z)」だけ下げる）
（７）ｆ3 ≦Δｆのとき：ＦＣコマンド＝－３（移動局は、送信周波数を「３ｂ(Hz)」だ
け下げる）
なお、閾値ｆ1 ～閾値ｆ3 、および周波数制御ステップｂは、予め定められた固定値であ
る。
３．位相誤差検出部５０６により検出された周波数オフセットを量子化した値、および符
号を含む多値信号
（１）Δｆ＜０のとき：移動局は、送信周波数を「Δｆ(Hz)」だけ上げる
（２）Δｆ≧０のとき：移動局は、送信周波数を「Δｆ(Hz)」だけ下げる
　なお、上述の３つのコマンド形式を比較すると、移動局における周波数制御の収束時間
は、形式１が最も長く、形式３が最も短い。一方、下りリンクに対するＦＣコマンドのオ
ーバヘッドは、形式１が最も小さく、形式３が最も大きい。すなわち、収束時間とオーバ
ヘッドとは、互いにトレードオフ関係になる。よって、ＦＣコマンドの形式の選択は、シ
ステムが想定する移動速度の上限値や信号を伝搬するキャリア周波数帯の大きさ等に応じ
て適切に選択されることが望ましい。
【００５５】
　上述のようにして生成されるＦＣコマンドは、フレーム生成部１２において、図７に示
すフォーマットＡのスロット内の所定の領域に時間多重され、対応する移動局へ送信され
る。スロットとは、送信フォーマットの最小単位であり、このスロット時間が周波数制御
の繰返し周期に該当する。図７において「ＮPILOT」は、パイロット信号のビット数であ
る。「ＮFC」は、ＦＣコマンドのビット数である。「ＮDATA」は、符号化データのビット
数である。なお、このフォーマットは、後述する第３～第７の実施形態においても同じで
ある。
【００５６】
　図８は、フレーム生成部１３の動作を説明するフローチャートである。この処理は、所
定の周期で繰り返し実行される。ステップＳ１１では、検出された周波数オフセットの絶
対値が閾値α以上であるか否かを調べる。そして、周波数オフセットの絶対値が閾値α以
上であれば、ステップＳ１２において保護段カウンタをインクリメントする。そうでない
場合は、ステップＳ１３において、保護段カウンタをリセットする。ステップＳ１４では
、保護段カウンタのカウント値が閾値β以上であるか否かを調べる。そして、保護段カウ
ンタのカウント値が閾値β以上であれば、ステップＳ１５において、図７に示すフォーマ
ットＡを選択する。そうでない場合は、ステップＳ１６において、図７に示すフォーマッ
トＢを選択する。なお、このフローチャートの処理は、後述する第３～第７の実施形態に
おいても実施される。
【００５７】
　このように、周波数オフセットが所定の閾値よりも大きい状態が所定時間以上継続する
と、ＦＣコマンドを含むフォーマットＡが選択され、周波数制御が有効になる。一方、そ
れ以外の期間は、ＦＣコマンドを含まないフォーマットＢが選択され、周波数制御が無効
になる。選択したフォーマットの種別は、例えば、制御信号に多重して移動局に通知され
る。これにより、移動局は、周波数制御の有効/無効を認識することができる。
【００５８】
　上記方式によれば、ドップラーシフトに対する周波数補償が必要となる環境下でのみ周
波数制御を有効とすることができる。したがって、システム全体として、統計多重的に、
周波数制御信号のフィードバック送信に伴う電力の消費や他局への干渉雑音を最小限に抑
えることが可能となる。
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【００５９】
　なお、上述のようにして２種類のフォーマットを併用するのではなく、図７に示すフォ
ーマットＡのみを使用して同様の機能を実現することもできる。例えば、周波数オフセッ
トの絶対値が継続して閾値αを越えたときは、所定の電力でＦＣコマンドを送信し、それ
以外の場合には、ＦＣコマンドを送信すべきタイミングでＤＴＸ送信（送信電力をゼロに
する（＝－∞[dBm]））を行う。この場合、移動局は、ＦＣコマンドの受信レベルをモニ
タすることで、周波数制御の有効／無効を認識することができるので、フォーマット識別
のための制御情報が不要となる。
【００６０】
　また、周波数制御が必要となる環境は、基地局の設置条件（高速幹線の沿線、障害物の
有無等）で、ある程度特定できる。このため、周波数制御の要否を動的に判断することな
く、基地局の設置条件に従ってフォーマット選択、あるいは、ＤＴＸ送信による周波数制
御の有効／無効制御を行うこともできる。具体的には、例えば、基地局固有の制御パラメ
ータとして周波数制御の有効／無効を事前に設定しておく方法が考えられる。
【００６１】
　次に、移動局装置２１０の動作について説明する。移動局２１０装置は、復号部６０５
において受信信号を復号することによって上述のＦＣコマンドを取得する。ＦＣコマンド
は、周波数制御部２３へ送られる。周波数制御部２３は、ＦＣコマンドにより指示される
周波数を現在の上りリンク周波数に加算することにより、生成すべき周波数を算出する。
例えば、現在の上りリンク周波数が「ｆcc(Hz)」であるときに、基地局から受信したＦＣ
コマンドが「＋ａ(Hz)」を指示していれば、「ｆcc＋ａ(Hz)」が得られる。同様に、ＦＣ
コマンドが「－ａ(Hz)」を指示していれば、「ｆcc－ａ(Hz)」が得られる。そして、周波
数制御部２３は、算出した周波数に対応する制御電圧を生成して上りリンク用ＶＣＯ２２
に入力する。
【００６２】
　なお、第２の実施形態の構成では、下りリンク周波数に対する制御方法は従来例と同様
であり、ＦＣコマンドは上りリンク周波数の制御のみに使用される。ただし、周波数制御
部２３にはＡＦＣ制御部６０８からの制御電圧も入力されている。そして、ＦＣコマンド
による周波数制御が無効化される場合には、周波数制御部２３は、ＡＦＣ制御部６０８か
らの制御電圧を利用して、上りリンク用ＶＣＯ２２を制御する。この場合、上りリンク周
波数および下りリンク周波数は、従来技術と同様に、互いに同じになる。
【００６３】
　移動局装置２１０がハンドオーバ状態であり、複数の基地局からＦＣコマンドを受信し
ているときは、以下のいずれかの方法で上りリンク用ＶＣＯ２２に入力すべき制御電圧を
生成する。なお、ハンドオーバ制御部６０６は、各周辺基地局からの受信信号の品質をモ
ニタしているものとする。
１．受信品質が最も良好な基地局のＦＣコマンドのみを選択し、そのＦＣコマンドのみに
従って制御電圧を生成する。
２．複数の基地局から受信したＦＣコマンドを受信品質で重み付け合成することにより得
られる演算結果に従って制御電圧を生成する。例えば、受信ＳＩＲで重み付け合成する場
合、基地局ｉのからの信号の受信ＳＩＲを「ＳＩＲi 」、ＦＣコマンドによる周波数制御
量を「ＦＣi 」とすると、合成後の周波数制御量ＦＣcombは、次式で算出される。
【００６４】
【数２】

　図９は、周波数制御のシーケンスを説明する図である。なお、このシーケンスは、後述
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する第３～第７の実施形態においても実施される。
【００６５】
　まず、基地局から移動局へスロット＃Ｎの下りリンクデータを送信する。この下りリン
クデータは、基地局の送信タイミングから下りリンク伝搬路の伝搬遅延（＝Ｔp ）だけ遅
延したタイミングで移動局により受信される。移動局は、下りリンクデータの受信タイミ
ングからシステム固有の所定時間（＝ＴUL-DL）だけ遅延したタイミングでスロット＃Ｎ
の上りリンクデータを送信する。基地局は、移動局の送信タイミングから上りリンク伝搬
路の伝搬遅延（＝Ｔp）だけ遅延したタイミングで＃Ｎの上りリンクデータを受信する。
そうすると、基地局の位相誤差検出部５０６は、スロット＃Ｎの上りリンクデータに含ま
れるパイロット信号の時間相関により受信波の周波数オフセットを算出する。そして、Ｆ
Ｃコマンド生成部１１は、算出した周波数オフセットに基づいて、上述したいずれかの方
法でＦＣコマンドを生成する。このとき、パイロット信号を受信したときからＦＣコマン
ドが生成されるまでに処理時間Ｔd1が発生する。そして、生成したＦＣコマンドは、フレ
ーム生成部１２によりスロット＃Ｎ＋１の下りリンクデータの所定位置に挿入され、移動
局に送信される。
【００６６】
　続いて、移動局は、スロット＃Ｎ＋１の下りリンクデータを伝搬遅延（＝Ｔp ）だけ遅
延したタイミングで受信する。復号部６０５は、受信したスロットからＦＣコマンドを復
号する。この復号処理に際して処理時間Ｔd2が発生する。そして、復号したＦＣコマンド
は、周波数制御部２３において上りリンク用ＶＣＯ２２の発振周波数を制御するための制
御電圧に変換される。よって、移動局は、ＦＣコマンドに従って制御された周波数でＮ＋
１番目のスロットを送信する。以降、上述の周波数制御をスロット周期で繰り返すことに
より、移動局において、下りリンク周波数とは独立して上りリンク周波数を所望の周波数
に引き込むことが可能となる。
【００６７】
　図１０および図１１は、第２の実施形態の移動通信システムにおける周波数制御を説明
する図である。なお、図１０および図１１に示す制御は、ハンドオーバ区間において互い
に異なっている。
【００６８】
　移動局（ＭＳ）および基地局（ＢＴＳ１、ＢＴＳ２）の相対位置、および移動局と基地
局との間の伝搬環境は、図４を参照しながら説明したものと同じであるものとする。移動
局は、個別チャネルの発呼開始に先立って、基地局（ＢＴＳ１）からの共通チャネルの受
信波に対してＡＦＣ制御を行っている。そして、移動局の発呼時において、基地局（ＢＴ
Ｓ１）の受信波の周波数は、「ｆc ＋２ｆd 」である。すなわち、基地局（ＢＴＳ１）に
より検出される周波数オフセットΔｆo は、ドップラーシフトの２倍に相当する。
【００６９】
　基地局装置（ＢＴＳ１）は、移動局からの発呼を検出すると、ＦＣコマンドを用いた上
りリンク周波数の制御を開始する。このとき、ＦＣコマンドは、基地局（ＢＴＳ１）にお
ける周波数オフセットがゼロになるように、移動局に対して送信周波数の制御を指示する
。このＦＣコマンドにより、移動局の送信周波数は「ｆc －ｆd 」に収束していく。この
結果、基地局装置（ＢＴＳ１）の受信波の周波数は、「ｆc 」になる。すなわち、基地局
装置（ＢＴＳ１）における周波数オフセットはゼロになる。ただし、下りリンクについて
は、周波数制御は行われない。よって、移動局の受信波の周波数は「ｆc ＋ｆd 」になる
。すなわち、移動局において補償すべき周波数オフセットは、図２２に示した従来技術と
同様に、「ｆd 」である。
【００７０】
　移動局が基地局装置（ＢＴＳ１）の近傍を通過する際には、基地局装置（ＢＴＳ１）に
おける周波数オフセットがゼロにロックされるように、上りリンク周波数についてフィー
ドバック制御が行われる。よって、移動局の送信周波数は、ドップラーシフトの極性変化
に追従して、「ｆc －ｆd 」から「ｆc ＋ｆd 」にシフトしていく。
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【００７１】
　さらに、移動局が基地局装置（ＢＴＳ１）から遠ざかり、基地局装置（ＢＴＳ２）に近
づいていくと、両基地局はソフトハンドオーバ状態となる。ハンドオーバ状態の制御は、
図１０および図１１において異なる。
【００７２】
　図１０に示す例では、移動局は、レファレンスセルが基地局装置（ＢＴＳ１）である期
間は、基地局装置（ＢＴＳ１）からのＦＣコマンドに従う。よって、移動局の送信周波数
は「ｆc ＋ｆd 」に維持され、基地局装置（ＢＴＳ１）における周波数オフセットはゼロ
のままとなる。ただし、この期間、基地局装置（ＢＴＳ２）における周波数オフセットは
「２ｆd 」である。このとき、基地局装置（ＢＴＳ１）からの受信信号の品質は良好であ
るのに対し、基地局装置（ＢＴＳ２）からの受信信号の品質は低くなる。従って、移動局
は、この実施形態では、基地局装置（ＢＴＳ１）および基地局装置（ＢＴＳ２）からの信
号を合成するのではなく、基地局装置（ＢＴＳ１）のみからの信号を再生するようにして
もよい。
【００７３】
　レファレンスセルが基地局装置（ＢＴＳ１）から基地局装置（ＢＴＳ２）に切り替わる
と、移動局は、基地局装置（ＢＴＳ２）からのＦＣコマンドに従う。よって、移動局の送
信周波数は、フィードバック制御の時定数に応じた速度で「ｆc ＋ｆd 」から「ｆc －ｆ
d 」にシフトしていく。この結果、基地局装置（ＢＴＳ２）における周波数オフセットは
ゼロになるが、基地局装置（ＢＴＳ１）における周波数オフセットは「２ｆd 」になる。
【００７４】
　図１１に示す例では、ハンドオーバ区間においては、基地局装置（ＢＴＳ１）および基
地局装置（ＢＴＳ２）からのＦＣコマンドが受信品質に従って重み付け合成される。よっ
て、移動局の送信周波数は、「ｆc ＋ｆd 」から「ｆc －ｆd 」へ緩やかにシフトしてい
くことになる。この結果、レファレンスセルが切り替わるより前に、移動局から遠ざかっ
ていく基地局装置（ＢＴＳ１）に対する周波数オフセットを早めに低下させることで、移
動局に近づいてくる基地局装置（ＢＴＳ２）に対する周波数オフセットを「２ｆd 」より
小さく抑えることができる。したがって、ハンドオーバが発生する基地局間の周波数オフ
セット配分を最適化することができる。
【００７５】
　なお、図１０に示す制御を採用すると、移動局の周波数制御部２３の負荷が軽くなる。
一方、図１１に示す制御を採用すると、レファレンスセルの切替え前後において上りリン
ク周波数のシフトが滑らかになるので、ハンドオーバ期間中の各基地局および移動局にお
ける受信品質が高くなる。
＜第３の実施形態＞
　図１２は、第３の実施形態の移動通信システムの構成を示す図である。図１２に示す基
地局装置１２０および移動局装置２２０は、基本的には、第２の実施形態の基地局装置１
１０および移動局装置２１０と同じである。ただし、第３の実施形態の基地局装置１２０
においては、位相誤差検出部５０６による検出結果をフレーム生成部１２へ送る必要はな
い。また、第３の実施形態の移動局装置２２０においては、下りリンク信号をダウンコン
バートするための周期波を生成するＶＣＯ６０９は、周波数制御部２３が生成する制御電
圧により制御される。
【００７６】
　上記構成のシステムにおいて、ＦＣコマンド生成部１１は、第２の実施形態において生
成されるコマンドの最上位ビットに周波数制御ＯＮ／ＯＦＦビット（例えば、０：ＯＦＦ
、１：ＯＮ）を追加したＦＣコマンドを生成する。ここで、「第２の実施形態において生
成されるコマンド」は、上述した３種類のコマンドのなかの任意のもの使用することがで
きる。また、周波数制御ＯＮ／ＯＦＦビットは、第２の実施形態における周波数制御の有
効／無効判定と同様に、位相誤差検出部５０６により検出される周波数オフセットと閾値
との比較、もしくは、基地局の設置条件に基づいて生成される。そして、フレーム生成部



(15) JP 4699843 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

１２は、周波数制御の有効／無効に関わらず、常時、図７に示したフォーマットＡに上述
のＦＣコマンドを挿入し、所定の電力で送信する。
【００７７】
　移動局装置２２０の周波数制御部２３は、ＦＣコマンドを受信すると、図１３に示すフ
ローチャートに従ってＶＣＯ２１、２２に与える制御電圧を生成する。
　図１３において、ステップＳ２１では、個別チャネルで通信を行っているか否かを調べ
る。そして、個別チャネルで通信を行っていれば、ステップＳ３１へ進み、そうでない場
合は、ステップＳ２２へ進む。なお、移動局は、個別チャネルで通信を行っていないとき
は、共通チャネルを介して基地局から制御信号を受信しているものとする。
１．共通チャネルで通信中の場合（ステップＳ２２～Ｓ２３）
　共通チャネルを介して基地局から制御信号を受信している期間は、移動局は、基本的に
ＦＣコマンドを受信しない。よって、この場合、周波数制御部２３は、ＡＦＣ部６０８に
より生成される制御電圧をそのまま下りリンク用ＶＣＯ２１および上りリンク用ＶＣＯ２
２に入力する。
２．個別チャネルで通信中の場合（ステップＳ３１～Ｓ３７）
　移動局が発呼し、個別チャネルの通信が開始された以降は、ＡＦＣ制御による周波数制
御機能をＦＣコマンドを利用した制御で代用することができるので、位相誤差検出部６０
７およびＡＦＣ部６０８へのクロック供給を停止する。これにより、冗長ブロックの電力
消費を削減することが可能となる。
【００７８】
　受信したＦＣコマンドの最上位ビットにより周波数制御のＯＮ／ＯＦＦを識別する。周
波数制御を実行する場合には、互いに異なる上りリンク周波数および下りリンク周波数が
生成される。一方、周波数制御を実行しない場合には、上りリンク周波数および下りリン
ク周波数が互いに同じになる。
２ａ．周波数制御がＯＮ（ステップＳ３３～Ｓ３６）
　周波数制御を実行する場合には、ＦＣコマンド内の周波数制御情報に従って、上りリン
ク用ＶＣＯ２２のための制御電圧を生成する。制御電圧の生成は、第２の実施形態と同じ
である。すなわち、移動局が基地局に近づくときは、送信周波数が「ｆc －ｆd 」となる
ように上りリンク用ＶＣＯ２２が制御される。また、移動局が基地局から遠ざかるときは
、送信周波数が「ｆc ＋ｆd 」となるように上りリンク用ＶＣＯ２２が制御される。この
とき、受信周波数は、基準周波数ｆc に対して送信周波数とは反対の極性のドップラーシ
フト周波数ｆd を付加することにより得られる。すなわち、移動局が基地局に近づくとき
は、受信周波数が「ｆc ＋ｆd 」となるように下りリンク用ＶＣＯ２１が制御される。ま
た、移動局が基地局から遠ざかるときは、受信周波数が「ｆc －ｆd 」となるように下り
リンク用ＶＣＯ２１が制御される。
【００７９】
　上記周波数制御によれば、図１０または図１１に示す上りリンク周波数および下りリン
ク周波数が得られるので、見通し内の高速移動環境において、基地局および移動局双方の
周波数オフセットがゼロになる。また、この構成によれば、ＡＦＣ制御を行う必要がない
ので、上りリンク周波数だけでなく下りリンク周波数に対しても高速かつ広帯域な周波数
制御が可能となる。さらに、特許文献１に記載のような複雑な可変制御回路は不要である
。
【００８０】
　なお、移動局の発呼に起因して基地局の周波数制御が開始されたときから、上りリンク
周波数が適正値に収束するまでの期間は、下りリンクの周波数制御は行わない。よって、
周波数制御部２３は、周波数制御が開始された時から所定時間γが経過するまでの期間は
、上りリンク用ＶＣＯ２２の制御電圧のみをＦＣコマンドに従って更新し、下りリンク用
ＶＣＯ２１の制御電圧は更新しない。
【００８１】
　また、ハンドオーバ時にハンドオーバ先の基地局からＦＣコマンドを受信する場合は、
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所定時間γの監視は不要であり、上述のようにして下りリンク用ＶＣＯ２１および上りリ
ンク用ＶＣＯ２２の双方の制御電圧を更新する。
２ｂ．周波数制御がＯＦＦ（ステップＳ３７）
　周波数制御部２３は、ＦＣコマンド内の周波数制御情報に従って、下りリンク用ＶＣＯ
２１および上りリンク用ＶＣＯ２２に対して同一の制御電圧値を出力する。この場合、図
２１に示す従来のシステムのＡＦＣ制御と同じ動作が実現される。
＜第４の実施形態＞
　図１４は、第４の実施形態の移動通信システムの構成を示す図である。図１４に示す基
地局装置１３０および移動局装置２３０は、基本的には、第２の実施形態の基地局装置１
１０および移動局装置２１０と同じである。ただし、第４の実施形態の移動局装置２３０
においては、ＡＦＣ部６０８により制御される１つのＶＣＯ６０９が設けられている。ま
た、周波数制御部２３からの指示に従ってベースバンド領域において送信シンボルの位相
を回転させる位相回転部３１を備える。
【００８２】
　上記構成の移動局装置２３０において、周波数制御部２３は、ＦＣコマンドによって指
示される上りリンク周波数の増減量を用いて更新された周波数を位相回転量θに変換し、
この位相回転量θを位相回転部３１に与える。位相回転部３１は、ベースバンド領域の上
りリンク信号に対して「exp(jθ)」を複素乗算する。これにより、ベースバンド領域の上
りリンク信号の位相が「θ」だけ回転する。
【００８３】
　上記位相回転により、上りリンク信号の周波数スペクトラムを「θ」に相当する周波数
だけシフトさせることと等価な効果が得られる。すなわち、移動局のアンテナ素子６０１
から出力される送信波の周波数は、図１０または図１１に示した動作例と同様に制御され
る。
【００８４】
　このように、第４の実施形態においては、上りリンク／下りリンクのそれぞれに対して
個々にＶＣＯを設けることなく、第２の実施形態と同様の制御が実現される。
＜第５の実施形態＞
　図１５は、第５の実施形態の移動通信システムの構成を示す図である。図１５に示す基
地局装置１４０および移動局装置２４０は、基本的には、第２の実施形態の基地局装置１
１０および移動局装置２１０と同じである。ただし、第５の実施形態の移動局装置２４０
においては、同期検波部６０４の代わりに設けられている同期検波部４１は、ハンドオー
バ制御部６０６および周波数制御部２３からの指示を考慮して検波動作を行う。
【００８５】
　図１６は、第５の実施形態の同期検波部の構成を示す図である。図１６に示すように、
同期検波部４１は、伝搬路推定部４２、複素乗算器４３、最大比合成部４４、平均区間制
御部４５を備える。
【００８６】
　伝搬路推定部４２は、下りリンクの直交復調データに含まれているパイロット信号を同
相加算平均することによって、伝搬路推定値（伝搬路変動の推定値）を算出する。また、
伝搬路推定部４２は、ソフトハンドオーバ時においては、ハンドオーバに係わる複数の基
地局との間の伝搬路についてそれぞれ伝搬路推定値を算出する。複素乗算器４３は、１ま
たは複数の直交復調データに対して、対応する伝搬路推定値の複素共役をそれぞれ乗算す
る。これにより、１または複数の受信信号のそれぞれについて同期検波が行われる。そし
て、最大比合成部４４は、複数の同期検波結果について最大比合成を実行し、最終的な同
期検波データを出力する。
【００８７】
　図１７は、第５の実施形態において使用される伝搬路推定部４２の実施例である。伝搬
路推定部４２には、各スロットの先頭に格納されているパイロット信号が所定の周期で次
々と入力される。そして、伝搬路推定部４２は、連続するＮ個のパイロット信号について



(17) JP 4699843 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

加算平均を計算する。この加算平均の結果は、伝搬路推定値（伝搬路における位相変動の
推定値）である。
【００８８】
　上記動作は、従来技術に属する。これに対して、第５の実施形態における同期検波部４
１においては、伝搬路推定部４２は、平均区間制御部４５からの指示に応じて伝搬路推定
を行う。
【００８９】
　平均区間制御部４５は、移動局がハンドオーバ状態であり、かつ、ハンドオーバに係わ
る１または複数の基地局において周波数制御が有効状態である場合には、通常時と比較し
て加算平均時間を短くする旨の指示を伝搬路推定部４２に与える。この指示を受信した伝
搬路推定部４２は、加算平均を行うパイロット信号の数を少なくする。これにより、伝搬
路推定の時定数が高速になり、位相補償動作の追従性が高くなる。なお、移動局がハンド
オーバ状態でるか否かは、ハンドオーバ制御部６０６により判断される。また、周波数制
御が有効であるか無効であるかは、図７に示すフォーマットＡ／Ｂを識別する情報、ある
いはＦＣコマンド領域の受信レベルが閾値を超えているかＤＴＸか、などにより判断され
る。
【００９０】
　ハンドオーバ時には、図１０または図１１に示すように、移動局から遠ざかる基地局（
ＢＴＳ１）および移動局に近づいてくる基地局（ＢＴＳ２）の双方から下りリンクデータ
を受信する。このとき、これらの基地局（ＢＴＳ１、ＢＴＳ２）から受信する１組の下り
リンク信号の受信周波数は、互いに「２ｆd 」だけ異なっている。よって、例えば、上述
した第２の実施形態に基づく周波数制御を実施した場合には、「２ｆd 」だけ周波数がず
れた１組の下りリンク受信データを最大比合成することになるため、ハンドオーバ期間の
受信品質が劣化してしまう懸念がある。
【００９１】
　これに対して第５の実施形態によれば、高速移動環境におけるソフトハンドオーバ時に
は、伝搬路推定の時定数を高速にするので、周波数オフセットに起因する位相回転に追従
して位相補償を行うことができる。よって、最大比合成時の品質劣化を抑えることが可能
となる。
＜第６の実施形態＞
　第６の実施形態の移動通信システムの構成は、基本的に、図１５に示した第５の構成と
同じである。ただし、第５および第６の実施形態において、同期検波部４１の動作は互い
に異なっている。
【００９２】
　図１８は、第６の実施形態の同期検波部の構成を示す図である。第６の実施形態の同期
検波部の構成は、基本的には、第５の実施形態と同じである。ただし、第６の実施形態の
同期検波部は、第５の実施形態の平均区間制御部４５の代わりに基地局選択部４６を備え
る。
【００９３】
　基地局選択部４６は、移動局がハンドオーバ状態であり、かつ、ハンドオーバに係わる
１または複数の基地局において周波数制御が有効状態である場合には、レファレンスセル
に該当する基地局のみを選択する。一方、上記条件が満たされていない期間は、基地局選
択部４６は、ハンドオーバに係る全ての（または、一部の）基地局を選択する。なお、リ
ファレンスセルの検出は、ハンドオーバ制御部６０６により行われる。
【００９４】
　伝搬路推定部４２は、基地局選択部４６により選択された基地局から受信する信号のみ
について伝搬路推定および最大比合成を行う。すなわち、上述したハンドオーバ環境下で
は、リファレンスセルの基地局から受信する信号のみを利用して同期検波が行われる。
【００９５】
　従来のシステムにおいては、高速移動環境下でのソフトハンドオーバ時には、互いに周
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波数が「２ｆd 」だけずれた下りリンク受信データが最大比合成される。このため、この
ような環境下では、最大比合成を行うことによりかえって受信品質が劣化してしまう懸念
がある。これに対して第６の実施形態においては、高速移動環境におけるソフトハンドオ
ーバ時には、最も受信品質の高いレファレンスセルの基地局からの信号のみを利用して検
波を行うので、最大比合成に伴う受信品質の劣化を回避することが可能となる。
＜第７の実施形態＞
　第７の実施形態の移動通信システムの構成は、基本的に、図１５に示した第５の構成と
同じである。ただし、第５および第７の実施形態において、同期検波部４１の動作は互い
に異なっている。
【００９６】
　図１９は、第７の実施形態の同期検波部の構成を示す図である。第７の実施形態の同期
検波部４１は、図１６に示した平均区間制御部４５および伝搬路推定部４２の代わりに、
周波数補償制御部５２および伝搬路推定部５３を備える。
【００９７】
　周波数補償制御部５２は、移動局がハンドオーバ状態であり、かつ、ハンドオーバに係
わる１または複数の基地局において周波数制御が有効状態である場合には、周波数オフセ
ット補償を実行し、上記条件が満たされない場合には、周波数オフセット補償を実行しな
い。
【００９８】
　周波数オフセット補償が有効であるときは、周波数補償制御部５２は、ハンドオーバに
係わる各基地局からの受信波について補償すべき周波数オフセットを伝搬路推定部５３に
通知する。なお、「補償すべき周波数オフセット」は、各基地局から送られてくるＦＣコ
マンドに基づいて周波数制御部２３において算出される。そして、伝搬路推定部５３は、
周波数補償制御部５２から通知される周波数オフセットを補償しながら、各基地局との間
の伝搬路を推定する。
【００９９】
　図２０は、第７の実施形態において使用される伝搬路推定部の実施例である。伝搬路推
定部５３は、図１７に示した伝搬路推定部４２と同様に、パイロット信号の同相加算平均
を算出する。但し、伝搬路推定部５３においては、周波数オフセットを補償するために、
加算平均回路への入力信号に対して「ｅｘｐ（－ｊｎθ）」が乗算され、加算平均回路か
らの出力信号に対して「ｅｘｐ（ｊｍθ）」が乗算される。ここで、「θ」は、１シンボ
ル当りの位相回転であり、「ｎ」は、着目スロットの先頭シンボルをゼロとする被加算パ
イロット信号のシンボル位置（ｎは、着目スロットの先頭から未来方向が正の値となる整
数）であり、「ｍ」は、着目スロット内における被検波信号のシンボル位置（ｍ＝０～Ｍ
－１：Ｍは、１スロット内のシンボル数）である。
【０１００】
　このように、第７の実施形態では、周波数オフセットを補償しながら伝搬路推定を行う
ので、同相加算による推定精度が高くなる。また、算出した伝搬路推定値に対して周波数
オフセット分の位相回転を付加した結果を利用して同期検波を行うので、伝搬路における
位相変動と周波数オフセットに起因する位相変動を同時に補償することができる。
【０１０１】
　また、第７の実施形態においては、高速移動環境におけるソフトハンドオーバ時には、
各基地局において残存する周波数オフセットを補償しながら同期検波が行われるので、最
大比合成時の受信品質劣化を完全に回避することが可能となる。
【０１０２】
　このように、第５～第７の実施形態においては、ハンドオーバに際して移動局において
同期検波方式を変更するので、複数の基地局からの受信波についてのドップラーシフトの
極性が異なっていても、好適な復調処理を行うことができる。したがって、ハンドオーバ
時の受信品質を改善することが可能となる。
【０１０３】
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　なお、第５～第７の実施形態は、いずれも高速移動環境におけるソフトハンドオーバ時
の受信品質劣化を改善する。受信品質の改善効果は、第７の実施形態が最も高く、次いで
第５の実施形態、第６の実施形態の順番となる。しかし、受信品質の改善効果が高い実施
形態ほど、同期検波部の処理が複雑化する。従って、いずれの実施形態を導入するかは、
要求される受信品質のレベルおよび実装上のインパクト（コスト等）に基づいて決定され
るべきである。
【０１０４】
　（付記１）
　移動局との間で無線波を送受信する基地局装置であって、
　前記移動局からの受信波の周波数オフセットを検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された周波数オフセットに基づいて、前記移動局への無線リン
クにおいて発生するドップラーシフトをキャンセルするように、その移動局へ信号を送信
するための搬送波の送信周波数を制御する周波数制御手段、
　を有する基地局装置。
【０１０５】
　（付記２）
　前記周波数制御手段は、前記移動局からの受信信号をダウンコンバートするための周期
波の周波数制御とは独立して、前記送信周波数を制御する
　ことを特徴とする付記１に記載の基地局装置。
【０１０６】
　（付記３）
　前記周波数制御手段は、前記検出手段により検出された周波数オフセットに対応する位
相回転をベースバンド領域において前記移動局への送信シンボルに与えることにより、前
記送信周波数を制御する
　ことを特徴とする付記１に記載の基地局装置。
【０１０７】
　（付記４）
　前記検出手段は、複数の移動局からの受信波の周波数オフセットをそれぞれ検出し、
　前記周波数制御手段は、検出された各周波数オフセットに応じて移動局ごとに送信周波
数を制御する
　ことを特徴とする付記３に記載の基地局装置。
【０１０８】
　（付記５）
　基地局との間で無線波を送受信する移動局装置であって、
　前記基地局における受信波の周波数オフセットに基づいて作成される周波数制御情報を
受信する受信手段と、
　前記周波数制御情報に基づいて、前記基地局における受信波の周波数オフセットをキャ
ンセルするように、前記基地局へ信号を送信するための搬送波の送信周波数を制御する周
波数制御手段、
　を有する移動局装置。
【０１０９】
　（付記６）
　前記周波数制御手段は、前記基地局からの受信信号をダウンコンバートするための周期
波の周波数制御とは独立して、前記送信周波数を制御する
　ことを特徴とする付記５に記載の移動局装置。
【０１１０】
　（付記７）
　前記搬送波を生成するために使用される電圧制御発振器をさらに備え、
　前記周波数制御手段は、前記周波数制御情報に基づいて前記電圧制御発振器の入力電圧
を制御することにより、前記送信周波数を制御する
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　ことを特徴とする付記５に記載の移動局装置。
【０１１１】
　（付記８）
　前記周波数制御手段は、前記周波数制御情報により指示される位相回転をベースバンド
領域において前記基地局への送信シンボルに与えることにより、前記送信周波数を制御す
る
　ことを特徴とする付記５に記載の移動局装置。
【０１１２】
　（付記９）
　互いに無線波を送受信する第１の無線通信装置および第２の無線通信装置を備える移動
通信システムであって、
　前記第１の無線通信装置に設けられ、前記第２の無線通信装置からの受信波の周波数オ
フセットを検出する検出手段と、
　前記第１の無線通信装置に設けられ、前記検出手段により検出された周波数オフセット
に基づいて、前記第２の無線通信装置への無線リンクにおいて発生するドップラーシフト
をキャンセルするように、その第２の無線通信装置へ信号を送信するための搬送波の送信
周波数を制御する周波数制御手段、
　を有する移動通信システム。
【０１１３】
　（付記１０）
　互いに無線波を送受信する第１の無線通信装置および第２の無線通信装置を備える移動
通信システムであって、
　前記第１の無線通信装置に設けられ、前記第２の無線通信装置からの受信波の周波数オ
フセットを検出する検出手段と、
　前記第１の無線通信装置に設けられ、前記検出手段により検出された周波数オフセット
をキャンセルするための指示を含む周波数制御情報を作成する作成手段と、
　前記第２の無線通信装置に設けられ、前記周波数制御情報に基づいて前記第１の無線通
信装置へ信号を送信するための搬送波の送信周波数を制御する周波数制御手段、
　を有する移動通信システム。
【０１１４】
　（付記１１）
　前記周波数制御手段は、基準周波数に対してドップラーシフト周波数を加算することに
より前記送信周波数または前記第１の無線通信装置からの受信信号をダウンコンバートす
るための周期波の周波数である受信周波数の一方を生成し、前記基準周波数から前記ドッ
プラーシフト周波数を減算することにより前記送信周波数または前記受信周波数の他方を
生成する
　ことを特徴とする付記１０に記載の移動通信システム。
【０１１５】
　（付記１２）
　前記周波数制御情報は、前記送信周波数を上げるか下げるかを指示する２値の情報であ
る
　ことを特徴とする付記１０に記載の移動通信システム。
【０１１６】
　（付記１３）
　前記周波数制御情報は、前記送信周波数を上げるか下げるかを指示する２値の情報、お
よび更新ステップを指示する情報を含む
　ことを特徴とする付記１０に記載の移動通信システム。
【０１１７】
　（付記１４）
　前記周波数制御情報は、前記検出手段により検出された周波数オフセットを所定のビッ
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ト数で表す情報である
　ことを特徴とする付記１０に記載の移動通信システム。
【０１１８】
　（付記１５）
　前記周波数制御手段は、前記検出手段により検出された周波数オフセットが所定時間以
上継続してオフセット閾値を超えた場合にのみ、前記搬送波の送信周波数を制御する
　ことを特徴とする付記９～１４のいずれか１つの付記に記載の移動通信システム。
【０１１９】
　（付記１６）
　前記第１の無線通信装置がドップラーシフトの発生が予測される地域に配置された基地
局であり、前記第２の無線通信装置が移動局である場合には、前記周波数制御情報を多重
化する領域を持ったスロットが使用され、
　前記第１の無線通信装置がドップラーシフトの発生が予測されない地域に配置された基
地局であり、前記第２の無線通信装置が移動局である場合には、前記周波数制御情報を多
重化する領域を持たないスロットが使用される
　ことを特徴とする付記１０～１４のいずれか１つの付記に記載の移動通信システム。
【０１２０】
　（付記１７）
　前記検出手段により検出された周波数オフセットが所定時間以上継続してオフセット閾
値を超えたときは、前記周波数制御情報を多重化する領域を持ったスロットが使用され、
　前記条件が満たされない期間は、前記周波数制御情報を多重化する領域を持たないスロ
ットが使用される
　ことを特徴とする付記１０～１４のいずれか１つの付記に記載の移動通信システム。
【０１２１】
　（付記１８）
　前記検出手段により検出された周波数オフセットが所定時間以上継続してオフセット閾
値を超えたときは、スロット内の予め決められた領域を利用して前記周波数制御情報が送
信され、
　前記条件が満たされない期間は、前記領域が無信号状態に設定される
　ことを特徴とする付記１０～１４のいずれか１つの付記に記載の移動通信システム。
【０１２２】
　（付記１９）
　移動局および複数の基地局を備える移動通信システムであって、
　各基地局にそれぞれ設けられ、前記移動局からの受信波の周波数オフセットに基づいて
周波数制御情報を作成する作成手段と、
　前記移動局に設けられ、１または複数の基地局において作成された前記周波数制御情報
に基づいて、基地局へ信号を送信するための搬送波の送信周波数を制御する周波数制御手
段、
　を有する移動通信システム。
【０１２３】
　（付記２０）
　前記移動局がハンドオーバ状態であるときは、前記周波数制御手段は、受信品質が最も
良好な基地局からの周波数制御情報に基づいて前記送信周波数を制御する
　ことを特徴とする付記１９に記載の移動通信システム。
【０１２４】
　（付記２１）
　前記移動局がハンドオーバ状態であるときは、前記周波数制御手段は、各基地局からの
信号の受信品質に応じてそれらの基地局からの周波数制御情報を重み付け合成した結果に
基づいて前記送信周波数を制御する
　ことを特徴とする付記１９に記載の移動通信システム。
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【０１２５】
　（付記２２）
　前記移動局は、ハンドオーバ状態であり、且つ、１以上の基地局からの周波数制御情報
を利用して送信周波数を制御するときは、受信信号の復調に際して実行される伝搬路推定
の時定数を高速にする
　ことを特徴とする付記１９に記載の移動通信システム。
【０１２６】
　（付記２３）
　　前記移動局は、ハンドオーバ状態であり、且つ、１以上の基地局からの周波数制御情
報を利用して送信周波数を制御するときは、受信品質が最も良好な基地局からの受信信号
のみを復調する
　ことを特徴とする付記１９に記載の移動通信システム。
【０１２７】
　（付記２４）
　　前記移動局は、ハンドオーバ状態であり、且つ、１以上の基地局からの周波数制御情
報を利用して送信周波数を制御するときは、基地局ごとに、前記周波数制御情報に従って
周波数オフセットを補償しながら伝搬路推定を行う
　ことを特徴とする付記１９に記載の移動通信システム。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】第１の実施形態の移動通信システムの構成を示す図である。
【図２】位相誤差検出部の一例を示す図である。
【図３】位相回転部の動作を説明する図である。
【図４】第１の実施形態の移動通信システムにおける周波数制御を説明する図である。
【図５】位相回転部の動作を説明するフローチャートである。
【図６】第２の実施形態の移動通信システムの構成を示す図である。
【図７】周波数制御コマンドを送信するスロットのフォーマットを示す図である。
【図８】フレーム生成部の動作を説明するフローチャートである。
【図９】周波数制御のシーケンスを説明する図である。
【図１０】第２の実施形態の移動通信システムにおける周波数制御を説明する図（その１
）である。
【図１１】第２の実施形態の移動通信システムにおける周波数制御を説明する図（その２
）である。
【図１２】第３の実施形態の移動通信システムの構成を示す図である。
【図１３】第３の実施形態の周波数制御部の動作を示すフローチャートである。
【図１４】第４の実施形態の移動通信システムの構成を示す図である。
【図１５】第５～第７の実施形態の移動通信システムの構成を示す図である。
【図１６】第５の実施形態の同期検波部の構成を示す図である。
【図１７】第５の実施形態において使用される伝搬路推定部の実施例である。
【図１８】第６の実施形態の同期検波部の構成を示す図である。
【図１９】第７の実施形態の同期検波部の構成を示す図である。
【図２０】第７の実施形態において使用される伝搬路推定部の実施例である。
【図２１】従来の移動通信システムの構成を示す図である。
【図２２】従来の移動通信システムにおける周波数制御を示す図である。
【図２３】ドップラーシフトの変動を示す図
【符号の説明】
【０１２９】
　１　　　位相回転部
　１１　　ＦＣコマンド生成部
　１２　　フレーム生成部
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　２１　　下りリンク用ＶＣＯ
　２２　　上りリンク用ＶＣＯ
　２３　　周波数制御部
　３１　　位相回転部
　４１　　同期検波部
　４２、５３　伝搬路推定部
　４５　　平均区間制御部
　４６　　基地局選択部
　５２　　周波数補償制御部
　５０６　位相誤差検出部
　５０７　同期検波部
　６０６　ハンドオーバ制御部
　６０７　位相誤差検出部
　６０８　ＡＦＣ部

【図１】 【図２】
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